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同行援護従業者養成研修の受講状況等の調査について（照会）

日ごろより本県の障害保健福祉施策の推進にご協力いただき厚くお礼申し上げます。
さて、同行援護につきましては、平成23年10月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービスとして創設されたところですが、開始から３年が経過し、創設当初に設けられた従業者及びサービス提供責任者の資格要件についての経過措置が、平成26年９月末をもって終了することとされています。
この度、厚生労働省から別紙のとおり、同行援護従業者養成研修の受講状況等についての調査依頼がありました。
つきましては、平成26年４月１日現在の貴事業所における同行援護従業者及びサービス提供責任者の状況について、別紙「記入上の留意事項」をご参照のうえ、別添の「同行援護事業所調査票」に入力のうえ、５月９日（金）までに下記電子メールアドレス宛添付ファイルにてご報告くださいますようお願いいたします。
なお、ご報告いただくに当たり、従業者等の資格要件を再確認した結果、10月以降において指定基準を満たせなくなる可能性のある事業所におかれましては、従業者に同行援護従業者養成研修を受講させるなどにより、引き続き円滑なサービス提供ができるよう、必要な対応をされるようお願いいたします。
今後、研修事業者の情報をウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」に掲載する予定にしておりますので、研修受講の参考としてください。
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